
第２２期 第１２回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和４年６月２７日（月） 
１０：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 

 
 

～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）委員会指示の適用除外について（協議） 

   １ 独立行政法人水資源機構筑後川局            ・・・ P１～ ６ 

２ 株式会社東京久栄                   ・・・ P７～１８ 

３ 鹿島市商工観光課                   ・・・P１９～２３ 

（２）令和４年度機船船びき網（えび２そう船びき網）漁業の許可方針（案） 

について（諮問）                        ・・・P２４～３０ 

（３）令和４年度固定式刺網漁業（特認）の許可方針（案） 

について（諮問）                     ・・・P３１～４０ 

（４）令和５年漁業権一斉切替における漁場計画樹立基本方針（案） 

について（諮問）                     ・・・P４１～４９ 

（５）その他 

 

３ 閉    会  
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令和４年度機船船びき網（えび２そう船びき網）漁業許可方針（案） 

 

第１ 制限措置 

１ 漁業種類 

えび２そう船びき網漁業 

   ２ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

５０隻（２５統） 

   ３ 船舶の総トン数 

     制限なし 

   ４ 推進機関の馬力数 

     制限なし 

   ５ 操業区域 

     佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を含む。） 

   ６ 漁業時期 

     佐賀県有明海     ９月１５日から１１月２５日まで 

     農林水産大臣管轄漁場 ９月２０日から１１月３０日まで 

   ７ 漁業を営む者の資格 

（１） 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうと 

する者 

（２） 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

（３） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」と 

いう。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

（４） 適切な資源管理を実践できる者 

（５） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

（６） 過去１年間に漁業関係法令違反による司法処分を受けていない者 

 

第２ 許可の有効期間 

   令和４年９月１５日から令和４年１１月３０日まで 

 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和４年７月２０日から 

令和４年８月１９日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）が、２５ 

件に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申請期間とし 

て追加する。なお、件数の計算は、２隻１統を１件とする。（以下この許可方 

針において同じ。） 

３ 令和４年１０月３１日までの期間において、受付数と申請期間の最終日時点 

で有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を足した数（以下「合計数」 

という。）が２５件に到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁日 

を更に新たな申請期間として追加することを繰り返す。ただし、最後に追加し 
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た申請期間より前の申請期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若しく 

は不許可の処分又は申請の取下げをしたものについては、これを受付数から除

く。 

４ 合計数が２５件に到達した日以降から令和４年１０月３１日までの期間に 

おいて、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな申請期間を追加する。 

申請期間は、規則第１１条第１項に基づく公示をした日から次の開庁日までと 

し、これ以降の申請期間の取扱いは、上記３に同じ。 

 

第４ 許可の基準 

   １ 令和４年７月２０日から令和４年８月１９日までにおける受付数が２５件

を超える場合は、次に掲げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を定

める。ただし、異なる順位に該当する者同士が僚船指定した場合には、より低

い方の順位を両者に適用する。また、同順位である者相互間の優先順位は抽選

による。なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 

（１） 令和３年１１月３０日時点で当該知事許可漁業の許可を有していた 

者。ただし、当該順位の適用は、有していた許可件数の範囲までとす 

る。 

（２） 令和３年１１月３０日時点で当該知事許可漁業の許可を有していた 

者から、許可を受けていた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受 

け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船 

舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者 

（３） 前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

（４） 当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（５） 上記（１）から（４）に該当しない者 

   ２ 令和４年８月２０日以降における合計数が２５件を超える場合は、最後に設 

定した申請期間に受付けた者を次に掲げる優先順位により許可又は起業の認 

可をする者を定める。ただし、異なる順位に該当する者同士が僚船指定した場 

合には、より低い方の順位を両者に適用する。また、同順位である者相互間の 

優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、こ 

の限りでない。 

     （１） 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶 

を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併 

若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当 

該知事許可漁業を営もうとする者 

     （２） 当該知事許可漁業の許可を有している者又は前回の許可の有効期間 

中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

     （３） 当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

     （４） 上記（１）から（３）に該当しない者 
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第５ 条件 

   １ 次に掲げる区域で操業してはならない。 

     （１） 区画漁業権に基づくのり漁場の周囲１００メートル以内の区域。た

だし、農林水産大臣管轄漁場においては、区画漁業権に基づくのり漁

場の周囲２００メートル以内の区域。 

（２） 竹羽瀬から１００メートル以内の区域。ただし、農林水産大臣管轄 

漁場においては、竹羽瀬から２００メートル以内の区域。 

   ２ 指定された船以外を僚船に使用してはならない。 

   ３ 操業の際は、県が定める標旗を船舷上１．５メートル以上の高さに掲げなけ 

ればならない。 

   ４ 使用する漁具にワイヤーロープを用いてはならない。 
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令和４年度固定式刺網漁業（特認）許可方針（案） 

 

第１ 制限措置 

１ 漁業種類 

ぐち固定式刺網漁業 

２ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

操業区域の（１）と（２）は合計１２隻 

操業区域の（３）- ①は３隻、（３）‐②は３隻、（３）- ③は３隻 

３ 船舶の総トン数 

制限なし 

４ 推進機関の馬力数 

制限なし 

５ 操業区域 

（１） 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ、

タ、チ、ツ、テ、ト、ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ、ハ及びアの各点を順次に結ん

だ直線によって囲まれた海域。ただし、のり養殖免許漁場間の縦船通しを

除く。 

ア 第３３２号鋼管  イ 第３３５号鋼管  ウ 第３３７号鋼管 

エ 第３５０号鋼管  オ 第３９２号鋼管  カ 第３５１号鋼管 

キ 第３９５号鋼管  ク 第３７４号鋼管  ケ 第３７５号鋼管 

コ 第４３１号鋼管  サ 第４３２号鋼管  シ 第４２９号鋼管 

ス 第 ５８号鋼管  セ 第４２２号鋼管  ソ 第４４４号鋼管 

タ 第４１４号鋼管  チ 第４０４号鋼管  ツ 第４０３号鋼管 

テ 第４００号鋼管  ト 第３７９号鋼管  ナ 第３９７号鋼管 

ニ 第３６７号鋼管  ヌ 第３９６号鋼管  ネ 第３６０号鋼管 

ノ 第３５８号鋼管  ハ 第３９４号鋼管 

（鋼管の緯度経度及び緯度経度に基づく操業区域図は別紙のとおり） 

（２） 次の第１種区画漁業権（のり養殖業）免許漁場内 

① 有区第１２１２号、有区第１２１３号、有区第１２１４号、 

有区第１２１６号 

② 有区第１２１５号、有区第１２１７号、有区第１２１８号、 

有区第１２１９号、有区第１２２２号、有区第１２２４号、 

有区第１２２６号、有区第１２２８号、有区第１２２９号、 

有区第１２３０号、有区第１２３１号、有区第１２３２号、 

有区第１２８７号 

（３） 次の第１種区画漁業権（のり養殖業）免許漁場内 

① 有区第１１９４号、有区第１１９５号、有区第１１９８号、 

有区第１２０３号、有区第１２０４号、有区第１２０６号、 

有区第１２０７号、有区第１２１０号 

② 有区第１２７２号、有区第１２７３号 

③ 有区第１１７４号、有区第１１８５号、有区第１１８６号、 

有区第１１８７号、有区第１１８８号、有区第１１８９号、 

有区第１１９０号、有区第１１９１号、有区第１１９２号 
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６ 漁業時期 

９月１日から翌年４月３０日まで 

７ 漁業を営む者の資格 

（１） 佐賀県有明海漁業協同組合の正組合員であり、かつ、次に掲げる操業区 

域ごとに定める者 

ア 操業区域（１） 新有明支所、白石支所（旧 白石町北明支所）、鹿 

島市支所に属する者 

イ 操業区域（２）‐ ① 白石支所（旧 白石町北明支所）に属する者 

ウ 操業区域（２）‐ ② 新有明支所に属する者 

エ 操業区域（３）‐ ① 久保田町支所に属する者 

オ 操業区域（３）‐ ② 大浦支所に属する者 

カ 操業区域（３）‐ ③ 福富町支所に属する者 

（２） 過去１年間に漁業関係法令違反による司法処分を受けていない者 

（３） 固定式刺網漁業の許可を有している者 

（４） 操業区域内におけるのり養殖漁業権者の同意のある者 

（５） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」という。） 

第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

（６） 適切な資源管理を実践できる者 

（７） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 

第２ 許可の有効期間 

令和４年９月１日から令和５年４月３０日まで 

 

第３ 申請すべき期間 

１ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和４年７月１日から令 

和４年８月２日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）が、操業 

区域ごとに定める許可又は起業の認可をすべき船舶の数（以下「最高隻数」と 

いう。）に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申請期 

間として追加する。 

３ 令和５年３月３１日までの期間において、受付数と申請期間の最終日時点で 

有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を足した数（以下「合計数」 

という。）が最高隻数に到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁 

日を更に新たな申請期間として追加することを繰り返す。ただし、最後に追加 

した申請期間より前の申請期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若し 

くは不許可の処分又は申請の取下げをしたものについては、これを受付数から 

除く。 

４ 合計数が最高隻数に到達した日以降から令和５年３月３１日までの期間にお 

いて、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな申請期間を追加する。 

申請期間は、規則第１１条第１項に基づく公示をした日から次の開庁日までと 

し、これ以降の申請期間の取扱いは、上記３に同じ。 
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第４ 許可の基準 

   １ 令和４年７月１日から令和４年８月２日までにおける受付数が最高隻数を超 

える場合は、次に掲げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。 

ただし、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１ 

項第２号に該当する場合は、この限りでない。 

（１） 令和４年４月３０日時点で当該知事許可漁業の許可を有していた者。 

ただし、当該順位の適用は、有していた許可件数の範囲までとする。 

（２） 令和４年４月３０日時点で当該知事許可漁業の許可を有していた者か 

ら、許可を受けていた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、そ 

の他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用 

する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者 

（３） 前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

（４） 当該知事許可漁業及び固定式刺網漁業以外の知事許可漁業の許可を有 

している者 

（５） 上記（１）から（４）に該当しない者 

   ２ 令和４年８月３日以降における合計数が最高隻数を超える場合は、最後に設 

定した申請期間に受付けた者を次に掲げる優先順位により許可又は起業の認可 

をする者を定める。ただし、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。な 

お、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 

     （１） 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を 

譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若し 

くは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知 

事許可漁業を営もうとする者 

     （２） 当該知事許可漁業の許可を有している者又は前回の許可の有効期間中 

に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

     （３） 当該知事許可漁業及び固定式刺網漁業以外の知事許可漁業の許可を有 

している者 

     （４） 上記（１）から（３）に該当しない者 

 

第５ 条件 

１ 操業の際は、県が定める標旗を船舷上１．５メートル以上の高さに掲げなけれ 

ばならない。 

２ 操業中は、使用船舶を漁具の周囲５０メートル以内に停めておかなければなら 

ない。 

３ 使用する網は、高さ２メートル以下、長さ２００メートル以下でなければなら 

ない。 

４ 使用する漁具は、１統でなければならない。 

５ 網の両端に漁業を営む者の氏名及び住所を記載した浮標をつけなければなら 

ない。 
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